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アメリカの療法的レクリエーション誌)専門職団体による立法運動の展開
2つの団体の見解の差異を中心にー

堀田哲一郎(鈴峯女子短期大学)

I .問題設定

スト レス に悩 む多くの現代人にとって、その回復のためにも.余暇に行うレクリヱーシ

ョン活動の充実が ますます重要な課題となっている。障害者にも「生活の質」の向上を保

障して いこ うと いう見解が広められるなかで、レクリエーション活動が重視されるように

なり、 B本 の養 護学校等においても、基礎学力や職業的能力の指導のみならず、卒業後の

余 暇活用指導の実践 が 進 め ら れ つ つ あ る 。 けれどもそれは、一部の自覚的教師の創意工夫

の範囲内であり、法的に保障されたものとはなっていない。

そ れに対してアメリカでは、 1975年制定の全障害児教育法 (PL94 -1 42)において、レクリ

ヱーションが、障害児の教育を受けるための関連 サ ー ビ ス の 1つとして認められ、同法施

行規則では、レクリヱーションの内容として 、 余 暇 活 用 能 力 の 評 価 、 療 法 的 レ ク リ エ ー シ

ョン、学校及び地域 当 局 に お け る レ ク リ エーシヨンプログラム、余暇指導の 4つを規定し

ていた。 1986年法改正 (PL99-457)では、障害児の学校生活から社会生活への移行サービス

の lつ に療法的レクリエーションが含まれるこ と に な り 、 さ ら に 1990年法改正 (PL1 0 1 -4 7 6 ) 

において、関連サービスの 1つとしてのレク リ エ ー シ ョ ン に 療 法 的 レ ク リ エ ー シ ョ ン を 含

むことが、法律の 文言上で明文化された。この療法的レクリエーションとは、障害児にと

って機能回復の要素と して レク リエ ーシ ョンを活用することを重視したものといえるが、

このとき連邦議会下院教育労働委員会報告書が示した療法的レクリエーションの必要性の

認識 には、そのこと に 留 ま ら ず 、 そ の サ ー ビスの提供により、学校及び地域社会における

健常者との統合推進に寄与できるという期待が含まれていた。

ところが、この法制度上の発展の歴史とは裏腹に、サービス提供責任を担うべき療法的

レクリヱーション専門職の配置数は、その後も全米的に増加しているとはいえない(1 995 

-96学 校年度現在の有資格任用者数が 29 9人)。そこで本発表では、専門職団体による見解

の差異、さらにはそこから派生する立法運動における分裂形態という課題を検討しながら、

比較的 に社 会的 認識の低く、勢力の弱い分野における専門職団体の奮闘努力の経過と問題

点に光を当てることを目的とする。

註)鈴木秀雄氏は、 「 セ ラ ビ ュ ー テ ィ ッ ク レクリエーション」とカタカナ表記することで、

療 育的(成長・ 発 育 ・ 発 達 を 願 う 立 場 ) 、療法的(全般的な処方の方法としての立場)、

治療的(医学的処置の立場)の 3つの側面を一括して表した方が望ましいとしている(鈴

木秀雄(1995)セラピューティックレクリエーション.不昧堂. p. 3) が、発表者は、そ

のうちの「全般的な処方の方法としての立場」である「療法的レクリヱーション」とい

う表記が最も適切であると考え、これを用 いる こと とす る。

IT.療法的レクリエーシヨン専門職団体の見解の差異

歴史的 に、 レクリエーション専門職には 2つ の 見 解 が あ る 。 一 方 は 、 「 す べ て の 人 々 の

ためのレクリエーション」の見解である。この見解は、レクリエーションが本来有益性を

もつ も の で あ り 、施設にいる人々や樟害のある人々を含むすべての人々に利用可能なもの
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であると見 な し て い る 。これは、 1940年代のアメリカレクリエーション協会の病院レクリ

ヱーション部会において見られ、今日では、レクリエーション参加の「市民権的見解」と

も呼ばれている。

他方は、「治療としてのレクリヱーション」の見解である。この見解に立つのがレクリ

エ ーション 療法であり、 レ ク リ エ ー シ ョ ン を 、 健康を守り、促進するために身体の状態を

改善または矯正するため の手段と見なしている。 これは、 1950年代の全米レクリエーショ

ン療 法士協会の見解であ った。

1966年に全米療法的レクリエーション協会に統合されるとき、「療法的レクリエーショ

ン j という用語が、障害者のためのレクリエーションとレクリエーション療法の両方の見

解の上位概念として採択 さ れ た 。 そ れ 以 来 、 全 米療法的レクリヱーション協会は、障害者

のために企 画された特別 な レ ク リ エ ー シ ョ ン と 臨床的なレクリエーション療法の両者を網

羅する幅広い見解を維持してきたロこれに対し、網 羅 的 見 地 が 広 す ぎ て 、 専 門 職 を 方 向 づ

けるために必要とされる焦 点が 欠け てい ると 批判する者も少なくなかった。

全米療法的レクリエーション協会における専門職の定義の不明確さと、同協会の上部組

織である全米レ クリ ヱーション・公園協会の方針への従属性に対する不満により、臨床的

実践を 重 視する人々が、 1984年に猿立してアメリカ 療 法 的 レ ク リ エ ー シ ョ ン 協 会 を 結 成 し

た 。以来、アメリカ療法的レクリエーション協会は、治療、リハビリテーション、長期ケ

アの介入方法としてレクリエーションを活用する方針を掲げてきた。

療法的レクリエーションを推進すべき専門職団体は、このように分裂した状態であり、

しかも各々の組織を両方合わせて 30，000人程度の少数である。アメリカ作業療法協会、ア

メリカ理学療法協会は、 各 々 実 に 40.000人以上のメンバーを有し、十分な資金を以て政治

的 活動要員を有している。療法的レクリエーション専門職は、人数の面でも、資金の函で

も他の分野に比して地位が弱い。このような情況において、他分野に負けずに、自らの専

門職団体の主張を公共政策面に反映させるために考 え ら れ た 方 策 の lつは、連合組織の結

成であり、もう iつは、専従練情要員 (fuIl-timelobbying staff)を確保することであった。

m.療法的レ ク リ エ ー ション専門職団体による立法運動の展開と課題

1986年に、ともに再認定を迎えることになったリハビリテーション法及び障害者教育法

を 前に、当時の全米療法 的 レ ク リ エ ー シ ョ ン 協 会長デビッド・コンブトンは、方策を協議

するためにダ ラス で集会を開いた。彼は、全米療法的レクリエーション協会、アメリカ療

法的レクリエーション協会、全米障害者体育・レクリヱーション連合、その他の団体や、

上院障害者小委員会担当の連邦議会要員を集めた。この再認定の過程に影響を与えるには、

レクリエーション及び療 法 的 レ ク リ エ ー シ ョ ン と連合し、統ーされた組織が不可欠である

ことは明らかであった。この集会の成果として、前述の 3つの団体による療法的レクリエ

ーションへの「立法違合(legislativecoalition) J が結成された。

立 法問題担当の有志の指導者が、 2つ の 療 法 的レクリヱーション組織両方に所属してお

り、共通の基盤を強調した立法運動の活用に専念した。混乱を避けるために別の専門職団

体を結成することは見送られた。療法的レクリエ ーションのための立法連合は、前述の 3

つ の団体す べてのメンバ ー に 対 し て 多 く の 警 鐘 を促し、調整を行い、協働した様式におい

て、上下両院の委員会 に証言を起草し、提出した。 lつの発言に統一されたので、療法的
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レク リヱーション専門職は、法律の変更に影響を与えることに成功し、組織の陳情援助の

結合と共 同声 明の公表が連邦議会でより理解を受ける結果を示した。このとき、アメリカ

作業療法協会は、レクリエーションを療法的レクリエーションに限定するものだとして反

対したが、その主張にも負けなかった。

ところが、前節でもふれたように、方針の異なる専門職団体から構成されたこの連合の

継続的運営には、困難がつきまとった。その最たる問題は、代表者の見解である。

全米療法的レクリヱーション協会は、全米レクリエーション・公園協会の下部組織にす

ぎないので、全米療法的レクリエーション協 会 の 活 動 は 、 そ の 全 米 レ ク リ エ ー シ ョ ン ・ 公

園協会の見解と一 致していることが要請された。政治的舞台における全米レクリエーショ

ン・公園協会の努力は成果を挙げてきたが、療法的レクリヱーションへの特定の関心問題

が、高い優先順位になるのはまれであった。一 方 、 全 米 レ ク リ エ ー シ ョ ン ・ 公 園 協 会 の 側

では、同協会員のみが立法連合の集会で代表す べ き で あ る と い う 方 針 を 取 っ て い た 。 全 米

療 法的レクリエー シ ョ ン 協 会 が 、 立 法 違 合 の名の下に証言を行っていた場合でも、全米レ

クリヱー ショ ン・公園協会は、下部組織に成り代わって、彼ら独自の行動を取ることがで

きた 。ところが、アメリカ療法的レクリヱーション協会の代表者が、立法違合の代表とし

て議会関係者と会合 す る 場 合 は 、 こ の 代 表 者が事実上全米レクリエーション・公園協会を

も代 表することにな る 。 治 療 様 式 ま た は 特 別保健ケアサービスとしての療法的レクリエー

ショ ンの提供に関連 し た 問 題 は 、 全 米 レ ク リエーション・公園協会の基本的な任務、すな

わち 公園とレクリヱーションによる生活の質の改善という方針との葛藤を引き起こすこと

になる。

1 993年のクリントン政権の保健ケア改革に際し、アメリカ療法的レクリエーション協会

は、外来患者のリハビリテーションのための規定にその焦点を狭めることを選択し、外来

患者 のリハビリテーションの提案された範囲に お い て レ ク リ エ ー シ ョ ン 療 法 の 明 文 化 を 主

張した。 他方 、全米療法的レクリヱーション協会は、全米レクリエーション・公園協会と

一致した見解、つまりすべての保健プログラム、特に予防保健サービスの面として、レク

リエーションの幅広い採用を主張した。保健 ケア改革に関する合同見解論文も提示されて

いたけれども、全米療法的レクリエーション協会とアメリカ療法的レクリエーション協会

は、別々に陳情運動を行っていた。

立 法陳情専従要員確保に関する事情としては、次のようなことが挙げられる。全米レク

リヱ ーション・公 関協会の経済的困難が頂点に達した時期には、公共問題を含む要員を大

幅に削減することになり、全米療法的レクリエ ー シ ョ ン 協 会 の 進 め て い た 立 法 運 動 も 、 一

時ボランティアによ る 運 動 に 委 ね ら れ る こ とになる。立法運動におけるボランティア依存

という体質は、経済的困難が解決した今日な お 名 残 が 見 ら れ る 。 全 米 障 害 者 体 育 ・ レ ク リ

エーション連合やアメリカ療法的レクリエーション協会も、同様にボランティアに非常に

依存 している。

しかし、 1993年にはアメリカ療法的レクリエーション協会担当長委員会は、立法運動が

協会にと って 絶対的優先事項であり、有意義な 財 政 援 助 を 受 け る 価 値 が あ る と 結 論 づ け た 。

クリ ントン政権の保健ケア改革方針への国民の期待が高まるにつれ、同協会は、法律顧問

を協 会に招くために、熟練した非常に経験豊かな陳情者との契約を交渉した。 2年後、同

協会は、政治過程と 同 様 に 、 リ ハ ビ リ テ ー ションへの深い理解があり、首都ワシントンに
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ある無数の支持グループとの親密のある 2人の弁護士の所属する法律事務所と契約を結ん

だ。堅実な財 政基 援を 継続していると仮定すれば、アメリカ療法的レクリヱーション協会

は、立法運動を調整する協会のメンバーを指導するために契約した法律顧問を活用するこ

とを期 待された。このように、アメリカ療法的レ クリエーション協会は、治療を目的とし

たレクリエーションサービスに自らの組織の存在意義を見出し、存続を賭けて立法運動に

臨んでいるといえよう。特にそれは、全米に約 200万人と言われるアルツハイマー病への

対症療法としての効能を前面に掲げ、医療扶助や私的・商業保険などの第三者団体 (third

party)償還の適用を拡大させる方向で運動を続け、組織内での理解を広めているところに現

れている。

ところで、アメリカ療法的レクリエーション協会が結成された事情として、当時全米療

法 的レクリヱー ショ ン協会の上部組織であった全米レクリエーション・公園協会の方針へ

の従属性に対する不満を挙げた。しかし、そのアメリカ療法的レクリエーション協会に対

し で も同様に 、 他 の 専 門職団体(例:アメリカ言語聴覚協会、アメリカ理学療法協会、ア

メリカ保健・体育・レクリエーション・ダンス連盟)と比べて、療法的レクリエーション

組織の現在の 構造 の持 つ大きな非民主的体質として指摘されているのは、組織の問題にお

ける 委任投票 (delegatevote)、すなわちメンバ一直接参加機会の欠如である。方針及び活動は、

通 常、担当長委 員会 または理事会の協議事項から下ろされるのであって、メンバーから発

議されるのではない。それはまた「恩着せがましく、硬直した、選抜的方式において運営

されている」 とも 厳し く批判されており、改善が望まれている。
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